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改 正 案 現  行  告  示 
建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第

一 号 、 第 百 二 十 九 条 の 十 三 の 二 第 三 号 及 び 第 百 三 十 六 条 の 二 第 一 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 防 火 区 画 に 用 い る 防 火 設 備 等 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定 め る 。 

第 一 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ か

ら ニ ま で に 掲 げ る 要 件 （ ニ に 掲 げ る 要 件 に あ つ て は 、 火 災 に よ り 煙 が 発 生 し た

場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火

設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 定 め る も の と す る 。 

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第

一 号 、 第 百 二 十 九 条 の 十 三 の 二 及 び 第 百 三 十 六 条 の 二 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 防

火 区 画 に 用 い る 防 火 設 備 等 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定 め る 。 

第 一 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ か

ら ハ ま で に 掲 げ る 要 件 （ ハ に 掲 げ る 要 件 に あ つ て は 、 火 災 に よ り 煙 が 発 生 し た

場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火

設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 定 め る も の と す る 。 

一 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 設 備 と す る こ と 。 一 面 積 が 三 平 方 メ ー ト ル 以 内 の 常 時 閉 鎖 状 態 を 保 持 す る 構 造 の 防 火 戸 で 、 直

接 手 で 開 く こ と が で き 、 か つ 、 自 動 的 に 閉 鎖 す る も の （ 以 下 「 常 時 閉 鎖 式 防

火 戸 」 と い う 。 ） と す る こ と 。 

イ 常 時 閉 鎖 状 態 を 保 持 す る 構 造 の 防 火 戸 で 、 直 接 手 で 開 く こ と が で き 、 自

動 的 に 閉 鎖 す る も の で 、 か つ 、 面 積 が 三 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の （ 以 下 「

常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 」 と い う 。 ） 、 又 は 、 昇 降 路 の 出 入 口 に 設 け ら れ る 防 火

戸 で 、 人 の 出 入 り の 後 二 十 秒 間 以 内 に 閉 鎖 す る も の と す る こ と 。 

 

ロ 閉 鎖 又 は 作 動 を す る に 際 し て 、 当 該 防 火 設 備 （ 通 行 の 用 に 供 す る 部 分 に

設 け る も の に 限 る 。 ） に 挟 ま れ 、 又 は 衝 突 す る こ と に よ り そ の 周 囲 の 人 の

生 命 又 は 身 体 に 重 大 な 危 害 が 及 ぶ お そ れ が な い も の で あ る こ と が 次 に 掲 げ

る 基 準 に よ っ て 確 か め ら れ た も の で あ る こ と 。 

 

  (1
)  当 該 防 火 設 備 の 質 量 （ 単 位 キ ロ グ ラ ム ） に 速 度 （ 単 位 一 秒 に つ

き メ ー ト ル ） の 二 乗 を 乗 じ た 数 値 が 二 十 以 下 と な る も の で あ る こ と 。 

 

  (2
)  当 該 防 火 設 備 の 質 量 が 十 五 キ ロ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 水

平 方 向 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も の で 閉 じ 力 が 百 五 十 ニ ュ ー ト ン 以 下 で あ

る も の 、 周 囲 の 人 と 接 触 す る こ と に よ り 停 止 す る も の （ 接 触 を 検 知 し て
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か ら 停 止 す る ま で の 移 動 距 離 が 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 で あ り 、 そ の 人 の

避 難 後 に 再 び 閉 鎖 又 は 作 動 を す る 構 造 で あ る も の 。 ） に あ つ て は 、 こ の

限 り で は な い 。 

二 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 設 備 と す る こ と 。 二 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 戸 と す る こ と 。 

イ 第 一 号 ロ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 設 備 で 、 随 時 閉 鎖 す る こ と

が で き る こ と 。 

イ 随 時 閉 鎖 す る こ と が で き る こ と 。 

ロ 居 室 か ら 地 上 に 通 ず る 主 た る 廊 下 、 階 段 そ の 他 の 通 路 に 設 け る も の に あ

つ て は 、 当 該 防 火 設 備 に 近 接 し て 当 該 通 路 に 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 が 設 け ら れ

て い る 場 合 を 除 き 、 直 接 手 で 開 く こ と が で き 、 か つ 、 自 動 的 に 閉 鎖 す る 部

分 を 有 し 、 そ の 部 分 の 幅 、 高 さ 及 び 下 端 の 床 面 か ら の 高 さ が 、 そ れ ぞ れ 、

七 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 一 ・ 八 メ ー ト ル 以 上 及 び 十 五 セ ン チ メ ー ト ル

以 下 で あ る 構 造 の 防 火 設 備 と す る こ と 。 

  ロ 居 室 か ら 地 上 に 通 ず る 主 た る 廊 下 、 階 段 そ の 他 の 通 路 に 設 け る も の に あ

つ て は 、 当 該 戸 に 近 接 し て 当 該 通 路 に 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 が 設 け ら れ て い る

場 合 を 除 き 、 直 接 手 で 開 く こ と が で き 、 か つ 、 自 動 的 に 閉 鎖 す る 部 分 を 有

し 、 そ の 部 分 の 幅 、 高 さ 及 び 下 端 の 床 面 か ら の 高 さ が 、 そ れ ぞ れ 、 七 十 五

セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 一 ・ 八 メ ー ト ル 以 上 及 び 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 で

あ る 構 造 の 防 火 戸 と す る こ と 。 

 ハ ～ ト （ 略 ）  ハ ～ ト （ 略 ） 

第 二 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 要 件 （ ニ に 掲 げ る 要 件

に あ つ て は 、 火 災 に よ り 温 度 が 急 激 に 上 昇 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動

を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の

い ず れ か に 定 め る も の と す る 。 

第 二 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 要 件 （ ハ に 掲 げ る 要 件

に あ つ て は 、 火 災 に よ り 温 度 が 急 激 に 上 昇 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動

を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の

い ず れ か に 定 め る も の と す る 。 

一 第 一 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 設 備 と す る こ と 。 一 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 と す る こ と 。 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

第 三 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ 、 ロ 及 び ニ に 掲 げ る 要 件 （ ニ に 掲 げ る 要

件 に あ つ て は 、 火 災 に よ り 煙 が 発 生 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す

る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い

ず れ か に 定 め る も の と す る 。 

第 三 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ 及 び ハ に 掲 げ る 要 件 （ ハ に 掲 げ る 要 件 に

あ つ て は 、 火 災 に よ り 煙 が 発 生 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も

の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 定 め る も の と す る 。 

一 第 一 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 設 備 と す る こ と 。 一 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 と す る こ と 。 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 
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第 四 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ 、 ロ 及 び ニ に 掲 げ る 要 件 （ ニ に 掲 げ る 要 件

に あ つ て は 、 火 災 に よ り 温 度 が 急 激 に 上 昇 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動

を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の

い ず れ か に 定 め る も の と す る 。 

第 四 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ 及 び ハ に 掲 げ る 要 件 （ ハ に 掲 げ る 要 件 に あ

つ て は 、 火 災 に よ り 温 度 が 急 激 に 上 昇 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す

る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い ず

れ か に 定 め る も の と す る 。 

一 第 一 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 設 備 と す る こ と 。 一 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 と す る こ と 。 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

別 記 （ 略 ） 別 記 （ 略 ） 

 


